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第４次焼津市健康増進計画等策定業務委託仕様書 

 

１ 業務名 

第４次焼津市健康増進計画等策定業務委託 

 

２ 目的 

  令和６年度末にやいづ健康いきいきプラン（第３次焼津市健康増進計画・第３次焼津市食育

推進計画・第１次焼津市歯科口腔保健計画）の計画期間が終了するため、令和７年度からの

新たな計画を策定する。 

健康増進・食育推進・歯科口腔保健を取り巻く環境が大きく変化する中、当市の現行計画及 

び国・県の計画を踏まえるとともに、令和５年度に実施した市民アンケート調査結果や各種 

データについて、客観的かつ専門的な情報分析を行い、新たな計画を策定することを目的と

する。 

 

３ 委託業務内容 

（１）現状把握・分析 

市が実施する保健施策等の現状と課題の整理を行い、計画策定の基礎資料とするため、既

存資料（統計資料、行政資料等）を整理分析し、報告書を作成する。 

ア 令和５年度「焼津市民健康実態調査」の結果分析 

イ 統計的把握 

ウ 上位計画及び関連計画の動向調査 

エ 国、県、広域圏計画との整合性の吟味  

オ 先進事例の収集・整理  
（２）現行計画評価    現行「やいづ健康いきいきプラン（第３次焼津市健康増進計画・第３次焼津市食育推進計

画・第 1次焼津市歯科口腔保健計画）」について、庁内関係課による執行状況と成果、課題

検討・作成のための検証・評価シートの作成と結果のとりまとめなどにより、最終評価を

行い、報告書を作成する。 

 

（３）団体アンケート・面談調査 

    各種社会団体、保健関連団体等の代表者に健康施策に関する現状や今後の展望等について

アンケートを実施し、計画策定の基礎資料とするとともに、事業推進にあたっての連携方

策の検討等を行うものとする。うち数団体に面談聴取を行う。面談聴取は個別面談とし、

面談聴取には担当する研究員が同行し、質問及び記録を行い、報告書を作成する。 

   アンケート対象団体数 約 40 団体 （うち面談聴取対象団体 ３～５団体） 
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（４）各種会議開催の支援 

    焼津市民健康づくり推進協議会（３回開催予定）、市民歯と口の健康づくり会議（２回開催

予定）、庁内策定委員会（４回開催予定）、部会（４回開催予定）について、オブザーバーと

して出席し助言等を行う。また会議における資料の作成・説明等を行う。また、会議におけ

る会議録を作成し、課題や現況の進捗状況を明確に示す。 

 

（５）健康増進計画・食育推進計画・歯科口腔保健計画に対する住民周知・啓蒙 

健康増進計画・食育推進計画・歯科口腔保健計画の住民参加の一環として、市広報やＨＰ

への健康増進計画・食育推進計画・歯科口腔保健計画の策定経過や会議の内容などを掲載

し、周知・啓蒙を行うにあたり、その掲載原稿の企画立案、作成を行うものとする。 

 

（６）計画書の作成 

ア 基本的方向性の検討 

イ 計画の構成の検討 

ウ 計画素案の作成 

協議会・策定委員会での意見や調査結果、現状分析結果をもとに、事務局との協議を重

ねながら、市の実情に即した計画の素案を作成する。 

エ パブリックコメントの支援 

 計画書（案）等により意見公募した市民意見の内容を整理し、意見に対する考えに 

ついて助言・検討する。また、検討結果を踏まえ、計画への反映と必要に応じて計画 

の修正案を作成する。 

オ  計画書の編集・製本 

 

４  成果品 

 （１）計画書：表紙カラー、本文２色刷り、A4 版、100 頁程度 200 部 

（２）計画書概要版：２色刷り、A4 版、12 頁程度 250 部 

（３）データファイル：各１式 

 

５ 提出書類 

受託者は本業務の契約の締結時及び成果品の納入時に次の書類を本市へ速やかに提出するも

のとする。 

（１）業務着手届 

（２）業務実施計画書 

（３）研究員の配置を含めた業務工程表 

（４）納品書 
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（５）業務完了届 

 

６ その他 

（１）受託者は、業務上知り得た個人情報その他の秘密を他人に漏らしてはならない。また、 

業務終了後も同様とする。 

（２）受託者は、本業務を進めるにあたり、本市（事務局）との協議（打合せ）を重視し、 

随時必要とする事項について支援するものとする。 

（３）本業務には十分な知識及び実績を有する者を配置すること。 

（４）他市町における先進事例の情報提供を行うこと。 

（５）成果品の著作権は、本市に帰属するものとする。 

（６）業務遂行上必要な資料の収集は、原則として受託者が行う。ただし、本市が所持する 

資料については必要に応じて貸与する。 

（７）国県の基本方針に即するとともに、国県の施策動向が示された場合は、随時計画（案） 

に反映すること。 

（８）本仕様に定めのない事項、又は疑義が生じた場合は、必要に応じて本市と受託者が協 

議のうえ決定するものとする。 


